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Ⅰ　土砂等の埋立て等の事業（特定事業）を実施する方への留意事項 

 

　特定事業とは、５００平方メートル以上の区域を土砂等で埋立て等に供する事業（条例

第２条）をいい、八街市土地の埋立て等及び土砂等の規制に関する条例に基づく許可（条

 例第９条）が必要になります。

  条例第１２条第１項第５項にて特定事業が改良土（土砂等又は建設汚泥にセメント又は

石灰を混合し化学的安定処理をしたものをいう。）を使用するものでないことになってい

ます。（平成２９年７月１日から適用） 

　許可を必要としない造成等であっても、何人も、安全基準に適合しない土砂等を使用し

 て、土砂等の埋立て等を行ってはならない（条例第７条）ことになっています。

 

１　特定事業区域の範囲と適用除外事業等の例示 

（１）特定事業区域の範囲 

　　　特定事業区域の面積については、埋立て等の用に供する区域の面積をいい、事業場

　　の内、搬入路、現場事務所、一時たい積特定事業の保安地帯等は原則として含まれな

　　い。 

 

（２）適用除外事業（条例第９条ただし書き・規則第４条関係） 

　　①国や地方公共団体が行う公共事業 

　　②許認可を伴う土採取場から採取された土砂等を一時的にたい積を行う行為 

　　③自らが居住する宅地内の雨水対策に必要な土砂等を埋立てする行為 

　　④自らの耕作のため、優良土を用いて農地の改善を図る軽微な農地改良 

　　⑤山砂購入土により造成する宅地開発事業及び小規模開発事業 

　　　なお、開発行為等であっても事業区域以外からの建設残土等の土砂等で埋立てを行

　　　う事業は、許可対象となる。 

　　⑥国又は地方公共団体の補助を受けて行う事業 

 

（３）条例対象外事業 

　　①植栽のために、樹木と一緒に搬入する土砂 

　　②廃棄物処理場の覆土行為 

 

２　許可申請の前に行わなければならない条件 

 

 （１）事前協議が済んでいること。

 

（２）同意書・承諾書の取得が済んでいること。（条例第１０条・規則第６条関係） 

　　①特定事業区域内の土地所有者に対しては、土地使用同意書が必要になります。 

　　②隣接する土地所有者に対しては、隣接土地所有者承諾書が必要になります。 

　　　なお、隣接する土地とは、埋立て等に供する区域の筆に接する筆のことをいいます。 

　　③近隣に居住する世帯の世帯主に対しては、近隣住民承諾書が必要になります。 

    　（特定事業区域から３００ｍ以内に居住する世帯の８割以上） 
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３　事業についての詳細事項 

 

（１）使用材料等について 

　　①特定事業区域の表土が岩石の場合は、地質検査は不要である。 

　　②搬入路の路盤材としての鉱滓や砕石などは、この条例の対象外であるが、事業完了

　　　等の際には撤去が必要である。 

　　③「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で定められた汚泥や「放射性同位元素等に

　　　よる放射線障害の防止に関する法律」で定められた放射性物質については、特定事

　　　業場への搬入を禁止する。 

　　④土壌の安全基準に適合する土砂等であっても埋立て等をすることにより、周辺環境

　　　に対して影響の恐れがある油分等を含む（廃棄物ではないこと）土砂等については、

　　　原則として特定事業場への搬入を禁止する。 

 

（２）その他 

　　①特定事業区域の表面をアスファルト舗装する場合や天地返し（事業前に確保してあ

　　　った表土で覆う）を行う場合は、事業区域以外からの土砂等の搬入が終了し、完了

　　　等の確認結果が通知された後に施工する。 

　　②土砂等搬入届に添付する土砂等発生元証明書、検査試料採取調書、地質分析（濃度）

　　　結果証明書は、どんなに小規模（小土量）でも、発生場所ごとに必要である。 

　　③排水の水質検査については、検査依頼機関に、容器、採取量等を十分確認しておく

　　　こと。 

　　④事業の変更（期間延長、区域拡大等）は、許可期限が切れてからは認められないの

　　　で、事業変更許可が必要な場合には、期限が切れる３～６ヶ月程度前から余裕をも

　　　って手続きに入ること。ただし、期間の延長は、１年が限度である。 
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Ⅱ　許可申請を行う前の事前協議について 

 

  特定事業の許可申請を行う前に、市長に対して特定事業事前協議書を提出するとともに、

地域住民に対して計画の概要や生活環境保全上の対策についての説明会等を実施すること

が必要になります。 

 

１　特定事業事前協議書作成要領 

　　提出部数は正本１部、副本１０部の計１１部。（各部数紙ファイル等で製本すること） 

 

（１）特定事業事前協議書（様式第１号） 

　　①事業者 

　　　特定事業の許可申請を行おうとする事業者を記載すること。なお、事業者は、実際

　　　に埋立て等の行為を施工する会社等にすること。（農地法等の申請との整合を図る） 

　　②特定事業場（区域）の位置 

　　　特定事業場の代表地番（区域内の地番を選択）及びほか○○筆と記載すること。 

　　　位置図（１／２５０００程度）・付近の見取図（１／２５００程度）・公図の写し

　　　（法務局備え付けによる縮尺のものに、特定事業場境界線を赤の点線で、それが筆

　　　界に当たる場合は実線で、区域内及び隣接地番、地目、所有者を明記）・公図の合

　　　わせ図（公図が複数枚になる場合に作成）を添付すること。見取図には特定事業場

　　　付近の住居や公共施設等を明記すること。なお、計画区域に隣接する土地所有者や

　　　計画区域から３００ｍ以内に居住する世帯を把握できるようにしておくこと。 

      地番一覧表（様式第１号の別紙１）を添付すること。 

　　③特定事業場及び特定事業区域の面積 

      実測により測量した面積を記載すること。求積図等（特定事業場及び特定事業区域

　　　を明記）を添付すること。 

　　④事務所その他特定事業に供する施設の設置計画及び位置 

      計画平面図等設置計画の概要が記載されている書類を添付すること。 

　　⑤特定事業に使用される土砂等の量 

      実測の平面図や断面図により計算した搬入される土砂等の量を記載すること。 

　　　土量計算書、特定事業に使用される土砂等の搬入計画に関する事項（様式第１号の

　　　別紙２）、搬入経路図を添付すること。 

　　　（様式第１号に記載する土砂等の量と別紙２の搬入予定量とは、おおむね合致する） 

　　⑥特定事業の期間 

      土砂等の搬入計画などから特定事業を行う計画期間を記載すること。なお、特定事

　　　業の期間は、許可後３年以内に完了することが条件となるので、許可申請から許可

　　　となるまでの期間を考慮して期間を計画すること。 

　　⑦特定事業が完了した場合の特定事業区域の構造 

      特定事業施工前の現況図（特定事業場を赤の点線、特定事業区域を赤の実線で、隣接

　　　地を含め勾配等が把握できる主な地盤高及びベンチマークを明記）及び施工後の計画

　　　平面図（隣接地を含め勾配等が把握できる主な地盤高及びベンチマークを明記）や縦

　　　横断図（切土、盛土、覆土等を色分けして明記）を添付すること。（縮尺１／２５

　　　０～１／５００程度のもの） 
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　　⑧地域住民に対する説明会等の実施方法 

      地域住民への説明会等の方法、期日、その範囲などの計画（予定）を記載すること。 

　　　説明会等の開催計画書を添付すること。 

  (２) 排水関連の書類

      湧水がある土地、地表水が集中しやすい土地及び自然排水を遮断するような地形構

造の場合には、暗渠排水施設の設置等、排水に係る施設やその他の有効な排水に係る

 措置の図面、流量計算書及び流域の図面を添付すること。

さらに、沈砂池（調整池）等の設置が必要な場合は、容量計算書及び構造図等の図面

 を添付すること。

 

２　特定事業事前協議実施要領 

 

 （１）八街市土砂埋立て等連絡協議会の開催

　　　特定事業の計画概要や地域生活環境の保全上必要な事項について、関係各課等への

説明（現地調査も含む：現地調査の際仮杭等で区域を明確にしておくこと）を求めま

す。また、特定事業の許可以外に法令等で規制があるものについては、それぞれの法

令等の許認可等を受ける場合もあるので、その状況や今後の手法についても確認しま

 す。なお、許認可等の確認については、規則別表第２も参照すること。

 

 協議会関係各課等一覧表

 

課　等　名 主な担当や役割

環　境　課  協議会の庶務担当・特定事業に関する総括

農　政　課  林地開発・農業振興地域に関すること

商工観光課  土採取に関すること

   道路全般・法定外公共物（赤道・青道）に関すること
  道路河川課

 交通安全対策に関すること

都市計画課  開発行為・建築確認に関すること

学校教育課  通学路に関すること

社会教育課  埋蔵文化財に関すること

農業委員会  農地転用に関すること・隣接農地との調整に関すること
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 （２）地域住民に対する説明会等の実施

    　計画する特定事業場周辺の地域住民の代表者（地元区長等）及び住民（計画区域に

隣接する土地所有者及び計画区域から３００ｍ以内に居住する者他）に対して、計画

の内容について十分に周知し理解に努めるとともに、地域の環境保全上の対策につい

て具体的に協議し、場合によっては、住民からの質問や意見要望等を事業計画に反映

 すること。

 

 （３）特定事業説明会等実施状況報告書の作成

    　地域住民に対する説明会等が実施された場合、説明についての内容及び結果を特定

事業説明会等実施状況報告書（様式第２号）に記載して、許可申請書に添付して提出

すること。できるだけ具体的に記載するとともに、必要に応じて説明に関連する書類

 等を作成し添付すること。

 

 （４）協定の締結

    　地域住民の代表者等から協定等の申し出があった場合には、その締結に努めること。 

 

 （５）事前協議済書の通知

　　　市との協議や地域住民に対する協議が整い、「事前協議の終了」を市長が認めた時

点で、特定事業事前協議済書（様式第３号）を通知する。なお、この協議済書の有効

 期限は１年間となっているので、その間に許可申請を行なうこと。

 

 （６）事前協議の変更

    　事前協議の内容に変更が生じた場合は、特定事業事前協議内容変更届（様式第４号）

を提出すること。規模の大きな変更の場合には、事前協議を繰り返す場合があるので

 注意すること。

 

 （７）一時たい積特定事業の取り扱いについて

 　　　一時たい積特定事業における事前協議は、通常の特定事業に準用して行います。

 なお、通常の特定事業との相違点は、次のとおりです。

　　①様式第１号の見出しに、（一時たい積事業）と書き示すこと。 

 　　②事業期間が１年であること。

　　③様式第１号中「特定事業が完了した場合の特定事業区域の構造」を「一時たい積事

 　　　業の土砂等のたい積の構造」と読み替え、図面等を作成すること。
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事前協議・許可申請の流れ 

市  事業予定者 土地所有者 地域住民

    

受　　理 事前協議書作成 同意等  

 （説明会等の計画）  

 

  

土砂埋立て等連絡協議会の開催  

（現地調査）  

   

   

   協議会審査開始 説明会等の周知

（他法令等調整）   

   

   

審査指示書通知 関係各課との  

 個 別 協 議  

  説明会等の実施 

   事業計画へ反映 （意見・要望）

   

  協定の締結 

   

   

協議会内容確認 回答書の提出  

 

    

事前協議済書通知 事前協議の終了   

   同意書への押印

 承諾書への押印

 

 

 

許可申請 
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Ⅲ　許可申請書等の作成について 

 

１　特定事業許可申請書作成要領 

 

　・申請書は、フラットファイル、ケースファイル等で製本すること。 

  ・提出部数は、正本１部、副本１部の計２部。 

  ・１つの図面等に複数の内容を記載する場合は、タイトル等にその旨を明記すること。 

 

（１）目次 

      原則として特定事業許可申請書の必要書類等チェック表の順で作成すること。 

 

（２）特定事業許可申請書（規則様式第９号）

記　載　方　法 添付書類（図面）等の説明

①申請者  

  特定事業を行おうとする事業者を記載し、実印 ・住民票（法人：法人登記簿謄本） 

を押印すること。 　（申請日前３ヶ月以内の発行） 

・印鑑登録証明書（法人：印鑑証明書） 

　（申請日前３ヶ月以内の発行）

②特定事業区域の位置  

　代表地番及びほか○○筆と記載すること。 ・位置図（１／２５０００程度） 

　添付する見取図には特定事業場付近の住居や公 ・付近の見取図（１／２５００程度） 

共施設等を明記すること。なお、計画区域に隣接 ・公図の写し 

する土地所有者や計画区域から３００ｍ以内に居 　（法務局備え付けの縮尺とし、法務局

住する世帯を把握できるようにしておくこと。 　　名、作成年月日、作成者名を記載） 

③特定事業場及び特定事業区域の面積 ・公図の合わせ図（特定事業場及び特定

　特定事業場（埋立て等区域及び特定事業のため 　事業区域を明記、筆界を赤の実線、そ

の搬入路、現場事務所等を含む）の面積及び特定 　の他を赤の点線） 

事業区域（埋立て等区域）の面積を記載すること。 ・別紙：地番一覧表（注１） 

・特定事業場の土地の登記事項証明書 

　（申請日前３ヶ月以内の発行） 

・実測求積図等（特定事業場及び特定事

　業区域を明記）

④現場事務所その他特定事業に供する施設の設置  

　計画及び位置  

　設置計画の概要が記載されている書類等で示す ・施設の計画平面図等 

こと。 　（１／２５０～１／５００程度）

⑤現場責任者の氏名及び職名  

　現場責任者（常駐できる者に限る）の氏名及び ・現場責任者選任書（規則外様式その１） 

所属会社等における職名を記載すること。ただし、・選任に係る契約関係書類 

他の特定事業場と兼務することはできない。
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⑥特定事業区域の表土の地質の状況 ・採取試料の採取地点位置図 

　事業区域の面積に応じて、規則第７条第７項の ・採取状況の現場写真 

区分に従って採取（５点混合式で深さは概ね１０ ・検査試料採取調書（規則様式第１０号） 

～３０㎝程度）、分析すること。 ・地質分析（濃度）結果証明書  

 （規則様式第１１号）

⑦特定事業に使用される土砂等の量  

  実測の平面図や断面図により計算した搬入され ・土量計算書 

る土砂等の量を記載すること。 （土量変化率を考慮したもの）

⑧特定事業の期間 

  特定事業を行う期間（許可後３年以内）を記載

すること。特定事業場が自己所有でない場合につ

いては、その土地の使用に対する同意等との整合

性を図ること。

⑨特定事業が完了した場合の特定事業区域の構造  

  規則別表第３に掲げる構造とし、施工前後の構 ・施工前の現況図（特定事業場を赤の点

造が判別できる図面を添付すること。必要に応じ、　線、特定事業区域を赤の実線で明記） 

のり面保護工の種類と方法等を記載すること。 ・施工後の実測平面図 

・実測縦断図・実測横断図 

（切土、盛土、覆土等を色分けして明記） 

（１／２５０～１／５００程度）

＊構造の安定計算を行う場合は、関係書類が必要 ・構造安定計算書 

になる。 ・ボーリングデータ 

・土質試験結果

＊擁壁を用いる場合は、擁壁の概要・構造計画等 ・断面図・背面図 

を明示した書類が必要になる。なお、擁壁裏面の （１／２０～１／５０程度） 

構造が判別できるようにすること。 ・参考「宅地造成規制法施行令」を参照

⑩特定事業に使用される土砂等搬入計画に関する  

　事項  

  別紙様式の備考欄に当該発生元事業者の連絡先 ・別紙：特定事業に使用される土砂等の

を記載すること。なお、許可申請書に記載する土 　搬入計画に関する事項（注２） 

砂等の量と別紙の搬入予定量とは、おおむね合致 ・搬入経路図 

する。

⑪法定代理人の氏名及び住所  

　申請者が未成年者の場合に記載すること。 ・住民票（申請日前３ヶ月以内の発行）

⑫特定事業が施工されている間において、特定事  

　業区域以外の地域への排水の水質検査を行うた  

　めに必要な措置  

　水質検査用の排水溝、排水桝等の施設の位置 ・平面図（１／５００程度） 

を図面に示すこと。 　（⑫・⑬の両方を示しても可）
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⑬特定事業が施工されている間において、特定事

　業区域以外の地域への当該特定事業に使用され

　る土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発

　生を防止するために必要な措置 

　土砂等の崩落、飛散、流出を防止するための

安全対策、及び侵入防止のゲート、柵等を図面

に示すこと。なお、表土の流出の可能性がある

場合には高さ１ｍ程度の板柵を設置すること等

により防止するものとする。

 ＊注１、注２における別紙は、事前協議で使用した様式でも可とする。
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（３）排水関連の書類 

      湧水がある土地、地表水が集中しやすい土地及び自然排水を遮断するような地形構

造の場合には、暗渠排水施設の設置等、排水に係る施設やその他の有効な排水に係る

措置の図面、流量計算書及び流域の図面を添付すること。 

　さらに、沈砂池（調整池）等の設置が必要な場合は、容量計算書及び構造図等の図

面を添付すること。 

 

（４）施工計画書 

    ①特定事業の現場責任者及び緊急時の連絡体制、対応を明確にした現場組織表 

    ②使用する機械や資材を記載した書類 

    ③搬入路、地盤改良、排水施設、埋立て等の方法、災害の発生防止のための措置等工

　　　事種別ごとに施工方法を記載した書類（必要に応じ図面等を添付） 

    ④各工事の種別、段階ごとにバーチャートで記載した工程表 

    ⑤申請者と工事施工者が異なる場合は、工事施工に関する契約等の書類の写し 

 

（５）他法令許認可等関係書類 

      特定事業を施工するにあたり、この条例以外の許認可等が必要な場合は、許可書等

又は申請書（受付印のあるもの）の写しを添付すること。 

 

（６）特定事業区域内土地使用同意書（規則様式第３号） 

      特定事業区域内の土地所有者からの同意書が必要となる。実印の押印を求め、印鑑

登録証明書（申請日前３ヶ月以内の発行）を添付すること。なお、その土地が自己所

有であっても、所有権移転の仮登記や売買予約等で条件付所有権移転等の登記がなさ

れている場合は、同様に当該権利者からの同意書が必要となる。 

 

（７）特定事業区域内施工同意書（規則様式第５号） 

　　　特定事業区域内の土地に施工の妨げとなる地上権、永小作権、質権、賃借権が設定

されている場合は、当該権利者からの同意書が必要となる。 

 

（８）隣接土地所有者承諾書（規則様式第６号） 

      特定事業区域に隣接する土地所有者からの承諾書が必要となる。なお、隣接とは、 

　　埋立てする筆に接する筆のことをいう。 

 

（９）近隣住民承諾書（規則様式第７号）及び世帯数調査書（規則様式第８号） 

      特定事業区域から３００メ－トル以内の区域に居住する世帯の１０分の８以上の世

帯主からの承諾書が必要となる。また、世帯数を把握するため、世帯数調査書を作成

すること。 

 

（10）特定事業区域外土地使用承諾書（規則外様式その２）又は契約関係書類 

特定事業場の土地所有者が、隣接土地所有者承諾書の対象者に該当しない場合は、

この承諾書が必要となる。なお、同様の内容で既に契約等がなされている場合は、そ

の契約書等の写しでも差し支えない。 
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（11）特定事業説明会等実施状況報告書（様式第２号） 

      地域住民に対する説明会等の内容及び結果を記載した報告が必要となる。また、協

定等があった場合は、協定書等を添付すること。 

 

（12）誓約書（規則様式第１２号） 

 　　　様式に記載された内容について、誓約すること。

 

＊（８）（９）（１０）については、許可申請書受付後、市において承諾者に承諾の事実

 確認を行います。

 

 

　＊八街市宅地開発事業、八街市小規模開発事業等と併せて特定事業を行おうと

　　する事業者は、申請書類等の添付を簡略又は省略することができる。 

　　（詳細は、チェック表の「開発等」欄を参照のこと） 
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 特定事業許可申請書必要書類等チェック表

 番　号 書類等の種類 開発等 確認欄

 （１）  目次

 （２）  特定事業許可申請書

 　①  申請者住民票（法人：法人の登記事項証明書） 写し可

 申請者印鑑登録証明書（法人：印鑑証明書） 写し可

 ②・③  特定事業場の位置図

 特定事業場付近の見取図

 公図の写し・公図の合わせ図 省略

 別紙：地番一覧表

 特定事業場の土地の登記事項証明書 省略

 特定事業場の実測求積図等 省略

   ④  現場事務所その他施設の計画平面図等 省略

   ⑤  現場責任者選任書及び選任に係る契約関係書類 省略

   ⑥  採取試料の採取地点位置図 省略

  採取地点の現場写真 省略

  検査試料採取調書 省略

 地質分析（濃度）結果証明書 省略

   ⑦  土量計算書

   ⑨  施工前の状況図 省略

  実測平面図 省略

  実測縦断図 省略

  実測横断図 省略

  ＊構造安定計算書・ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｰﾀ・土質検査結果 省略

 ＊擁壁を用いる場合の断面図・背面図 省略

   ⑩  別紙：特定事業に使用される土砂等の搬入計画に関する事項

 土砂等の搬入経路図

   ⑪  法定代理人の住民票（申請者が未成年者の場合）

 ⑫・⑬  排水測定及び災害防止措置に関する平面図等 省略

 （３）  排水に係る施設又は措置の図面 省略

 （４）  施工計画書 省略

 （５）  他法令許認可等の許可書等又は申請書の写し

 （６）  特定事業区域内土地使用同意書

 上記同意書の押印に使用する印鑑登録証明書 写し可

 （７）  特定事業区域内施工同意書

 （８）  隣接土地所有者承諾書

 （９）  近隣住民承諾書

 世帯数調査書

 （10）  特定事業区域外土地使用承諾書

 （11）  特定事業説明会等実施状況報告書

 （12）  誓約書
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２　特定事業（一時たい積特定事業）許可申請書作成要領 

 

　・申請書は、フラットファイル、ケースファイル等で製本すること。 

  ・提出部数は、正本１部、副本１部の計２部。 

  ・１つの図面等に複数の内容を記載する場合は、タイトル等にその旨を明記すること。 

 

（１）目次 

      原則として特定事業（一時たい積特定事業）許可申請書の必要書類等チェック表の

　　順で作成すること。 

 

（２）特定事業（一時たい積特定事業）許可申請書（規則様式第１３号）

記　載　方　法 添付書類（図面）等の説明

①申請者  

  特定事業を行おうとする事業者を記載し、実印 ・住民票（法人：法人登記事項証明書） 

を押印すること。 　（申請日前３ヶ月以内の発行） 

・印鑑登録証明書（法人：印鑑証明書） 

　（申請日前３ヶ月以内の発行）

②特定事業区域の位置  

　代表地番及びほか○○筆と記載すること。 ・位置図（１／２５０００程度） 

　添付する見取図には特定事業場付近の住居や公 ・付近の見取図（１／２５００程度） 

共施設等を明記すること。なお、計画区域に隣接 ・公図の写し 

する土地所有者や計画区域から３００ｍ以内に居 　（法務局備え付けの縮尺とし、法務局

住する世帯を把握できるようにしておくこと。 　　名、作成年月日、作成者名を記載） 

③特定事業場及び特定事業区域の面積 ・公図の合わせ図（特定事業場及び特定

　特定事業場（埋立て等区域及び特定事業のため 　事業区域を明記、筆界を赤の実線、そ

の搬入路、現場事務所等を含む）の面積及び特定 　の他を赤の点線） 

事業区域（埋立て等区域）の面積を記載すること。 ・別紙：地番一覧表（注１） 

・特定事業場の土地の登記事項証明書 

　（申請日前３ヶ月以内の発行） 

・実測求積図等（特定事業場及び特定事

　業区域を明記）

④現場事務所その他特定事業に供する施設の設置  

　計画及び位置  

　設置計画の概要が記載されている書類等で示す ・施設の計画平面図等 

こと。 　（１／２５０～１／５００程度）

⑤現場責任者の氏名及び職名  

　現場責任者（常駐できる者に限る）の氏名及び ・現場責任者選任書（規則外様式その１） 

所属会社等における職名を記載すること。ただし、・選任に係る契約関係書類 

他の特定事業場と兼務することはできない。  
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⑥特定事業区域の表土の地質の状況  

　事業区域の面積に応じて、規則第７条第７項の  採取試料の採取地点位置図 

区分に従って採取（５点混合式で深さは概ね１０  採取状況の現場写真 

～３０㎝程度）、分析すること。 ・検査試料採取調書（規則様式第１０号） 

・地質分析(濃度)結果証明書（規則様式第１１号)

＊表土と使用される土砂等が遮断される構造の場 ・構造図 

合は、図面に示すこと。

⑦特定事業に使用される土砂等の搬入搬出予定量  

  年間及び１日平均の予定量を記載すること。 ・別紙：特定事業に使用される土砂等の

　別紙様式の備考欄に当該発生元事業者の連絡先 　搬入計画に関する事項（注２） 

を記載すること。なお、許可申請書に記載する土 ・搬入経路図 

砂等の搬入搬出量と別紙の搬入予定量とは、おお ・一時たい積土砂等搬出計画書 

むね合致する。 　（規則外様式その３）

⑧特定事業の期間 

  特定事業を行う期間（許可後１年以内）を記載

すること。特定事業場が自己所有でない場合につ

いては、その土地の使用に対する同意等との整合

性を図ること。

⑨特定事業に供する施設及び土砂等のたい積の構  

　造  

  規則別表第４に掲げる構造とすること。 ・実測平面図・実測縦断図・実測横断図 

（１／２５０～１／５００程度） 

・土量計算書

⑩法定代理人の氏名及び住所  

　申請者が未成年者の場合に記載すること。 ・住民票（申請日前３ヶ月以内の発行）

⑪特定事業区域以外の地域への排水の水質検査を  

　行うために設置する施設の構造  

　水質検査用の排水溝、排水桝等の施設の位置 ・平面図(⑪・⑫)・立面図(⑫) 

を図面に示すこと。 （１／２５０～１／５００程度） 

　（⑪・⑫の両方を示しても可） 

⑫特定事業に使用される土砂等について、土砂等  

　の発生場所ごとに土砂等を区分するために必要  

　な措置 

　工法等を記載し図面に示すこと。

 ＊注１、注２における別紙は、事前協議で使用した様式でも可とする。

 

（３）施工計画書 

    ①特定事業の現場責任者及び緊急時の連絡体制、対応を明確にした現場組織表 

    ②使用する機械や資材を記載した書類 

    ③搬入路、地盤改良、排水施設、埋立て等の方法、災害の発生防止のための措置等工

　　　事種別ごとに施工方法を記載した書類（必要に応じ図面等を添付） 

    ④各工事の種別、段階ごとにバーチャートで記載した工程表 

    ⑤申請者と工事施工者が異なる場合は、工事施工に関する契約等の書類の写し 
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（４）他法令許認可等関係書類 

      特定事業を施工するにあたり、この条例以外の許認可等が必要な場合は、許可書等

又は申請書（受付印のあるもの）の写しを添付すること。 

（５）特定事業（一時たい積特定事業）区域内土地使用同意書（規則様式第４号） 

      特定事業区域内の土地所有者からの同意書が必要となる。実印の押印を求め、印鑑

登録証明書（申請日前３ヶ月以内の発行）を添付すること。なお、その土地が自己所

有であっても、所有権移転の仮登記や売買予約等で条件付所有権移転等の登記がなさ

れている場合は、同様に当該権利者からの同意書が必要となる。 

 

（６）特定事業区域内施工同意書（規則様式第５号） 

　　　特定事業区域内の土地に施工の妨げとなる地上権、永小作権、質権、賃借権が設定

されている場合は、当該権利者からの同意書が必要となる。 

 

（７）隣接土地所有者承諾書（規則様式第６号） 

      特定事業区域に隣接する土地所有者からの承諾書が必要となる。なお、隣接とは、 

　　埋立てする筆に接する筆のことをいう。 

 

（８）近隣住民承諾書（規則様式第７号）及び世帯数調査書（規則様式第８号） 

      特定事業区域から３００メ－トル以内の区域に居住する世帯の１０分の８以上の世

帯主からの承諾書が必要となる。また、世帯数を把握するため、世帯数調査書を作成

すること。 

 

（９）特定事業区域外土地使用承諾書（規則外様式その２）又は契約関係書類 

特定事業場の土地所有者が、隣接土地所有者承諾書の対象者に該当しない場合は、

この承諾書が必要となる。なお、同様の内容で既に契約等がなされている場合は、そ

の契約書等の写しでも差し支えない。 

 

（10）特定事業説明会等実施状況報告書（様式第２号） 

      地域住民に対する説明会等の内容及び結果を記載した報告が必要となる。また、協

定等があった場合は、協定書等を添付すること。 

 

（11）誓約書（規則様式第１２号） 

 　　　様式に記載された内容について、誓約すること。

 

＊（７）（８）（９）については、許可申請書受付後、市において承諾者に承諾の事実確

認を行います。
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 特定事業（一時たい積特定事業）許可申請書必要書類等チェック表

 番　号 書類等の種類 確認欄

 （１）  目次

 （２）  特定事業（一時たい積特定事業）許可申請書

 　①  申請者住民票（法人：法人の登記事項証明書）

 申請者印鑑登録証明書（法人：印鑑証明書）

 ②・③  特定事業場の位置図

 特定事業場付近の見取図

 公図の写し・公図の合わせ図

 別紙：地番一覧表

 特定事業場の土地の登記事項証明書

 特定事業場の実測求積図等

   ④  現場事務所その他施設の計画平面図等

   ⑤  現場責任者選任書及び選任に係る契約関係書類

   ⑥  採取試料の採取地点位置図

  採取地点の現場写真

  検査試料採取調書

 地質分析（濃度）結果証明書

   ⑦  別紙：特定事業に使用される土砂等の搬入計画に関する事項

    土砂等の搬入経路図

 一時たい積土砂等搬出計画書

　 ⑨  実測平面図

  実測縦断図

  実測横断図 

  土量計算書

 ＊表土と使用される土砂等が遮断される場合の構造図

   ⑩  法定代理人の住民票（申請者が未成年者の場合）

 ⑪・⑫  排水測定及び土砂等区分措置に関する平面図・立面図等

 （３）  施工計画書

 （４）  他法令許認可等の許可書等又は申請書の写し

 （５）  特定事業区域内土地使用同意書

 上記同意書の押印に使用する印鑑登録証明書

 （６）  特定事業（一時たい積特定事業）区域内施工同意書

 （７）  隣接土地所有者承諾書

 （８）  近隣住民承諾書

 世帯数調査書

 （９）  特定事業区域外土地使用承諾書

 （10）  特定事業説明会等実施状況報告書

 （11）  誓約書
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３　特定事業変更許可（一時たい積特定事業を含む）申請書作成要領 

 

　・申請書は、フラットファイル、ケースファイル等で製本すること。 

  ・提出部数は、正本１部、副本１部の計２部。 

  ・１つの図面等に複数の内容を記載する場合は、タイトル等にその旨を明記すること。 

 

 （１）変更許可を必要とする主な事項（条例第１３条関係）

 　・特定事業区域の位置及び面積の変更（面積の拡大）

 　・土砂等の量の変更（増量の場合に限る）

 　・特定事業の期間の変更

 　・特定事業が完了した場合の特定事業区域の構造の変更

　・一時たい積特定事業の土砂等のたい積の構造の変更 

 

  ＊変更許可を必要としない事項においても、特定事業軽微変更届（規則様式第

　　１５号）並びに添付書類等が必要となる。（規則第９条関係） 

 

（２）特定事業変更許可申請書（規則様式第１４号） 

　　各項目の記載要領、変更許可申請において変更申請を行おうとする事項について、変

　更前と変更後の内容及び理由を記載すること。 

 

（３）期間延長及び区域の拡大について 

    期間の延長の変更は１年以内とし、区域拡大の変更は２割以内とする。 

 

（４）特定事業区域を拡大する場合の表土の地質検査について 

    特定事業区域を拡大する申請の場合の表土の地質検査については、原則として増加す

　る特定事業区域の面積を規則第７条第７項の区分に応じて地質検査を行うこと。 

 

（５）添付書類 

    ①変更を伴う書類、図面等（変更されたすべての図面等の変更前、変更後を明記） 

    ②許可申請に準じた必要とするすべての同意書及び承諾書。 

　　③必要に応じ再度、地域住民に対する説明会の実施、内容及び結果を記載した報告が

　　必要となる。 

 

※変更許可申請書受付後、市において承諾者に承諾の事実確認を行います。
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４　特定事業譲受け許可（一時たい積特定事業を含む）申請書作成要領 

 

 ・申請書は、フラットファイル、ケースファイル等で製本すること。 

 ・提出部数は、正本１部、副本１部の計２部。 

 

（１）目次 

      原則として、特定事業譲受け許可申請書の必要書類チェック表の順で作成すること。 

 

（２）特定事業譲受け許可申請書（規則様式第３４号）

記　載　方　法 添付書類（図面）等の説明

①申請者  

  特定事業を譲り受けようとする事業者を記載 ・住民票（法人：法人の登記事項証明書） 

し、実印を押印すること。 　（申請日前３ヶ月以内の発行） 

・印鑑登録証明書（法人：印鑑証明書） 

　（申請日前３ヶ月以内の発行）

②特定事業の許可及び特定事業場の位置  

　許可書の内容を申請書に従い記載すること。 ・位置図（１／２５０００程度） 

 ・付近の見取図（１／２５００程度） 

                        ・既許可書（原本）

③現場責任者の氏名及び職名  

　現場責任者（常駐できる者に限る）の氏名及び ・現場責任者選任書（規則外様式その１） 

所属会社等における職名を記載すること。ただし、・選任に係る契約関係書類 

他の特定事業場と兼務することはできない。

④法定代理人の氏名及び住所  

　申請者が未成年者の場合に記載すること。 ・住民票（申請日前３ヶ月以内の発行）

⑤譲受けの理由  

　譲受けの理由を具体的に記載すること。 ・譲受けを証する書類

 

（３）特定事業区域内土地使用同意書（規則様式第３号）又は、 

      特定事業（一時たい積特定事業）区域内土地使用同意書（規則様式第４号） 

 

（４）特定事業区域内施工同意書（規則様式第５号） 

 

（５）隣接土地所有者承諾書（規則様式第６号） 

 

 （６）誓約書（規則様式第１２号）

 

　＊同意書、承諾書関係、誓約書は、特定事業（一時たい積特定事業を含む）許可申請書

 　　作成要領を参照すること。
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特定事業譲受け許可申請書必要書類等チェック表 

 番　号 書類等の種類 確認欄

 （１）  目次

 （２）  特定事業譲受け許可申請書

 　①  申請者住民票（法人：法人の登記事項証明書）

 申請者印鑑登録証明書（法人：印鑑証明書）

 　②  特定事業場の位置図

  特定事業場付近の見取図

 既許可書（原本）

   ③  現場責任者選任書及び選任に係る契約関係書類

   ④  法定代理人の住民票（申請者が未成年者の場合）

   ⑤  譲受けを証する書類

 （３）  特定事業区域内土地使用同意書

 特定事業（一時たい積特定事業）区域内土地使用同意書

 上記同意書の押印に使用する印鑑登録証明書

 （４）  特定事業区域内施工同意書

 （５）  隣接土地所有者承諾書

 （６）  誓約書
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Ⅳ　許可後の施工（手続き等）について 

 

　許可後の施工については、申請内容を遵守し、施工計画に基づいた工程管理に努めまし

ょう。特に、土砂等管理台帳の作成は、事業者の責務において適正な管理をお願いします。

また、工事工程の随所に市職員の立会いが必要な箇所がありますので、日時等の調整は、

 事前に連絡をお願いします。

 

１　特定事業の着手の届出について（条例第１７条） 
 

  特定事業に着手したときは、着手した日から起算して７日以内に特定事業着手届（規則

 様式第１７号）を提出すること。  

 　

２　土砂等の搬入前の標識の掲示等の確認について（条例第２１条関係） 
 

  特定事業の許可を受けた事業者は、土砂等の搬入を行う前に以下の工事等について、市

 職員の確認を受けること。

   ①標識の掲示（規則様式第２７号）

   ②特定事業区域と隣接土地との境界を明らかにする表示（杭の設置等）

 　③現場事務所の設置や搬入路の確保

 　④排水の水質検査を行うための措置

 

３　土砂等搬入の届出について（条例第１８条・規則第１２条） 
 

　土砂等の搬入を行う場合は、事前に土砂等の発生場所ごとに、以下の書類等を提出する

こと。なお、土砂等搬入届は同一の発生元であっても５，０００㎥ごとに作成すること。

 　①土砂等搬入届（規則様式第１８号）

 　②土砂等発生元証明書（規則様式第１９号）

   ③検査試料採取調書（規則様式第１０号）

   ④地質分析（濃度）結果証明書（規則様式第１１号）

 　⑤採取した地点を明らかにした土砂等の発生場所の位置図及び平面図

   ⑥土砂等の発生場所の現場写真

 

４　土砂等の管理及び定期的な報告について 
 

 （１）土砂等管理台帳（条例第１９条・規則第１３条）

　　　特定事業に使用された土砂等について、発生場所ごとに土砂等管理台帳（規則様式

　　第２１号・第２２号）を作成すること。なお、土砂等管理台帳は、毎年３月末日をも

 　　って閉鎖すること。

 

 （２）特定事業状況報告（条例第１９条第３項・規則第１４条）

　　　土砂等の搬入に係る定期的な報告として、特定事業を開始した日から６ヶ月ごと（一

　　時たい積事業は３ヶ月ごと）に特定事業状況報告書（規則様式第２３号・第２４号）

　　を提出すること。なお、この際（１）に示す土砂等管理台帳の写しを添付すること。
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 （３）地質検査及び水質検査の報告（条例第２０条・規則第１７条）

　  　地質検査、水質検査の定期的な報告として、特定事業を開始した日から６ヶ月ごと

　　（一時たい積事業は３ヶ月ごと）に、特定事業区域の土壌についての地質検査及び特

 　　定事業区域以外の地域への排水の水質検査を行い、以下の書類等を提出すること。

　　　検査の方法は、規則第１５条及び第１６条のとおり行うこと。また、試料の採取は、

 　　市職員立会いの上実施するので、日時等については事前に市と調整すること。

   　①特定事業地質等検査報告書（規則様式第２５号）

 　　②土砂等及び排水を採取した地点の位置図、現場写真

 　　③採取した土砂等の試料ごとの検査試料採取調書及び地質分析（濃度）結果証明書

   　④採取した排水の検査試料採取調書及び排水汚染状況測定（濃度）結果証明書

 

５　特定事業の完了について（条例第２３条・規則第２０条） 

 

（１）特定事業が完了する事前の届出として、完了の２ヶ月前に、以下の書類等を提出す

 　　ること。

 　　①特定事業完了事前届（規則様式第３０号）

 　　②事業が完了した場合の特定事業区域の構造が判別できる平面図、縦断図、横断図等

 　　③事業が完了するまでの工程表（規則様式第３０号別紙）

     ④特定事業区域の現状における現場写真

 

 （２）特定事業が完了したときの届出として、以下の書類等を遅滞なく提出すること。

 　　①特定事業完了届（規則様式第３１号）

 　　②事業が完了した特定事業区域の構造が判別できる平面図、縦断図、横断図等

     ③最終的な土砂等管理台帳の写し

  ＊特定事業完了届の提出後は、市職員による現場確認を受けるとともに、搬入した土壌

 　　の地質分析及び水質検査を実施すること。

 　　（検査報告の方法は原則として定期報告と同様）
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Ⅴ　事業が完了しない場合等の手続きについて 

 

１　特定事業の廃止、休止について（条例第２２条・規則第１９条） 

 

（１）特定事業の施工を途中で廃止又は休止（２ヶ月以上１年未満）しようとする場合に

　　は、あらかじめ土壌の汚染及び災害の発生を防止するための必要な措置を講じるとと

　　もに、以下の書類等を提出すること。 

　　①特定事業廃止（休止）事前届（規則様式第２８号） 

　　②事業を廃止（休止）した場合の特定事業区域の構造が判別できる平面図、縦断図、

 　　　横断図等

　　③事業を廃止（休止）するまでの工程表（規則様式第２８号別紙） 

    ④事業を廃止（休止）した場合の災害の発生を防止するために必要な措置を示した施

 　　　工図面

 

（２）特定事業の施工を途中で廃止したときの届出として、以下の書類等を遅滞なく提出

 　　すること。

　　①特定事業廃止届（規則様式第２９号） 

 　　②事業を廃止した特定事業区域の構造が判別できる平面図、縦断図、横断図等

     ③廃止時点での土砂等管理台帳の写し

  ＊特定事業廃止届の提出後は、市職員による現場確認を受けるとともに、搬入した土壌

 　　の地質分析及び水質検査を実施すること。

 　　（検査報告の方法は原則として定期報告と同様）

 

２　特定事業の終了について（条例第２４条・規則第２１条） 

 

（１）特定事業の期間が満了する日までに完了する見込みがない場合には、あらかじめ土

　　壌の汚染及び災害の発生を防止するための必要な措置を講じるとともに、期間満了日

　　の２ヶ月前までに、以下の書類等を提出すること。 

　　①特定事業終了事前届（規則様式第３２号） 

 　　②事業が終了した場合の特定事業区域の構造が判別できる平面図、縦断図、横断図等

 　　③事業が終了するまでの工程表（規則様式第３２号別紙）

     ④特定事業区域の現状における現場写真

 

（２）特定事業の施工を途中で終了したときの届出として、以下の書類等を遅滞なく提出

 　　すること。

　　①特定事業終了届（規則様式第３３号） 

 　　②事業を終了した特定事業区域の構造が判別できる平面図、縦断図、横断図等

     ③終了時点での土砂等管理台帳の写し

  ＊特定事業廃止届の提出後は、市職員による現場確認を受けるとともに、搬入した土壌

 　　の地質分析及び水質検査を実施すること。

　　（検査報告の方法は原則として定期報告と同様）
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３　特定事業の相続等について（条例第２６条・規則第２３条） 

 

　特定事業の許可を受けた者の地位を承継する相続、合併、分割があった場合には、以下

 の書類等を遅滞なく提出すること。

 

（１）特定事業相続等届（規則様式第３５号） 

　　添付書類 

   　①＜個人の相続の場合＞

　　　承継を証する書面及び承継者の戸籍謄本、住民票、印鑑登録証明書 

　　（承継者が未成年者である場合は、その法定代理人の住民票） 

     　＜法人の合併、分割の場合＞

    　承継を証する書面及び承継者の法人の登記事項証明書、印鑑証明書 

  　②現場責任者であることを証する書面 

 

（２）既に特定事業の同意を得ている土地所有者への通知として作成する特定事業相続等

　　通知書（規則様式第３６号）の写し 


